
個人（内部）用／P0～1　　品番 12073個人（内部）用／P0～1　　品番 12073 スミ＋DIC724（データはマゼンダで作成）

■お名前、会員番号、有効期限などをご確認ください。

ETCは、有料道路のお支払を無線通信で行う、料金システムです。
本カードをご利用いただき、キャッシュレスでドライブをお楽しみください。

ご利用の前に必ずご確認ください

※ETCカードは、カード裏面にサインは必要ございません。
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利 用 規 定
ご利用の手引き

ETCカード

■ご利用の手引き
■利用規定

………………………P1-4
……………………………P5-24

［ETCカード］

有効期限（月／西暦）　
お名前 有効期限

（月／西暦）

ICチップ

会員番号

お申し込みいただいた
ティーエスキュービック
カードの提携先企業
名称がはいります。

本冊子をよくお読みいただき、
内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。

車から離れるときは、必ずETCカードをETC車載器から
取り出し携帯してください。
●車内などの高温な場所に放置するとカードの不良を引きおこす事があり、
　又盗難の原因にもなります。

有効期限切れのETCカードでは
料金所ゲートの開閉バーが開きません。
●新しいカードがお手元に届きましたら
　必ず古いカードから新しいカードへの差し替えをお願いします。
※古いカードはハサミを入れて破棄願います。

ETCレーンでは十分な車間距離をとり、ゆっくりと
（時速20km以下）ご通行ください。

ETCカードはETC車載器へ確実に挿入してください。

ETCカードのETC車載器への抜き差しは走行中は
行わないでください。

スミ＋DIC724（データはマゼンダで作成）

■お名前、会員番号、有効期限などをご確認ください。

ETCは、有料道路のお支払を無線通信で行う、料金システムです。
本カードをご利用いただき、キャッシュレスでドライブをお楽しみください。

ご利用の前に必ずご確認ください

※ETCカードは、カード裏面にサインは必要ございません。
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利 用 規 定
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　必ず古いカードから新しいカードへの差し替えをお願いします。
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個人（内部）用／P2～3　　品番 12073

ETCご利用でポイントがたまる ポイントプラス

有料道路のご利用で1,000円ごとに10ポイントが自動加算されます。1,000円につき10
POINT

新車購入時などでのキャッシュバックや、
キュービックプレミアムのお好きな商品に交換。

2 3

※ETC TS CUBIC CARDは、TS CUBIC CARD（本カード）のご利用分とあわせてポイント換算いたします。
※ポイントプラスの計算は、1,000円未満は切り捨てられます。
※ポイントは、毎月のご利用代金明細書でご確認いただけます。

ご利用金額に応じて、ポイントが自動加算。有効期間は
2年間（ただし、ゴールドカードに紐づく場合は3年間）。

TS CUBIC WEBサイトまたは自動音声応答サービスよりお手続きができます。専用
の還元手続書でのお手続きをご希望の場合は、インフォメーションデスク（カード裏面
のお問い合わせ先）または自動音声応答サービスよりお取り寄せいただき必要事項を
ご記入のうえ、ご郵送ください。

自動音声応答サービス

0800-700-2722

TS CUBIC WEBサイト https://tscubic.com/

通話料無料 24時間・年中無休

※携帯電話からもご利用いただけます。
●電話番号はお間違いのないようおかけください。

ETCマイレージサービス
ETCマイレージサービスとは、高速道路等の通行料金のお支払い額に応じてポイントが
たまり、そのポイントを無料通行分と交換いただける登録制のサービスです。
※ETCマイレージサービスは道路事業者が提供するサービスで、実施している道路事業者は、NEXCO

東日本/中日本/西日本、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、愛知県道路公
社、福岡北九州高速道路公社、宮城県道路公社などです。道路事業者ごとに、還元額や付与され
るポイント（無料通行分）が異なります。
詳しくは、下記のETCマイレージサービス事務局ホームページにてご確認ください。

ETCカードのサービス・活用法

●キュービックプレミアム

●たまったポイントはお好きな商品に交換できます。

●キャッシュバック

●中古車のご購入・リース契約、車検、商品、サービス等 1ポイント＝1.0円

1ポイント＝1.5円●新車＊2（クルマ・フォークリフト）のご購入・リース契約、
　トヨタホームのご購入

ためる

つかう

＊1 トヨタ販売店とは、車両販売店、レンタリース店、ホーム店、L&F店などです。
＊2 新車とは、販売店ごとの正規取扱車種となります。
※一部対象外の店舗がございます。
※ETC TS CUBIC CARDは、TS CUBIC CARD（本カード）のご利用分と合算されたポイントでの
　ポイントプラス還元手続きとなります。

■ETCマイレージサービスをはじめるには、次の3つが必要です。

■サービス内容のお問い合わせ・お申し込みは

お問い合わせ

ETCマイレージサービス事務局

045-477-3793
050-2015-1010

https://www.smile-etc.jp/

自動 音 声
ダイヤル

（受付：平日9：00～21：00、土・日・祝日9：00～18：00）

（24時間受付）

マ　 イ 　レ   イ    ジでゴー！

ETC車載器の
購入とセットアップ

インターネット、または書面郵送での
ETCマイレージサービスのお申し込み

〒

0570-010125

ETCカード

有効期限（月／西暦）　

携帯・PHS・IP電話
などでのご利用は、

〈インターネットにて〉
「ETCマイレージ事務局」のホームページからご登録いただけます。
※お急ぎの方は、インターネットからのご登録をお勧めします。

〈書面にて〉
トヨタファイナンス インフォメーションデスクまでお問い合わせいただき、
「ETCマイレージサービスユーザー登録依頼書」をご請求ください。

ETC割引

■注意事項

https://www.go-etc. jp/

■ETC割引についての詳細は
ETC総合情報ポータルサイト

（注）事前にマイレージサービスへの登録が必要です。

■ETC割引は道路事業者が提供するサービスです。

平日朝夕割引（注） 休 日 割 引 深 夜 割 引 など

●ETCマイレージサービスの還元額からのお支払いには、ポイントが付きませんので
ご了承ください。

●おためになったポイントは、ETCカードごとに、所定の還元額（無料通行分）に交換
することができます。
複数のETCカード間でのポイント及び還元額（無料通行分）の合算はできませんの
でご注意願います。

●通行料金のお支払いに充てられる優先順位は、
①ETCマイレージサービスの還元額（無料通行分）
②ETCカードによる後払い　の順になります。

トヨタ販売店＊1、レクサス販売店、ダイハツ販売会社、日野販売会社などのお店でキャッ
シュバックできます。



個人（内部）用／P2～3　　品番 12073
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＊1 トヨタ販売店とは、車両販売店、レンタリース店、ホーム店、L&F店などです。
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（24時間受付）

マ　 イ 　レ   イ    ジでゴー！

ETC車載器の
購入とセットアップ

インターネット、または書面郵送での
ETCマイレージサービスのお申し込み

〒

0570-010125

ETCカード

有効期限（月／西暦）　

携帯・PHS・IP電話
などでのご利用は、

〈インターネットにて〉
「ETCマイレージ事務局」のホームページからご登録いただけます。
※お急ぎの方は、インターネットからのご登録をお勧めします。

〈書面にて〉
トヨタファイナンス インフォメーションデスクまでお問い合わせいただき、
「ETCマイレージサービスユーザー登録依頼書」をご請求ください。
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■注意事項
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■ETC割引についての詳細は
ETC総合情報ポータルサイト

（注）事前にマイレージサービスへの登録が必要です。

■ETC割引は道路事業者が提供するサービスです。
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●ETCマイレージサービスの還元額からのお支払いには、ポイントが付きませんので
ご了承ください。

●おためになったポイントは、ETCカードごとに、所定の還元額（無料通行分）に交換
することができます。
複数のETCカード間でのポイント及び還元額（無料通行分）の合算はできませんの
でご注意願います。

●通行料金のお支払いに充てられる優先順位は、
①ETCマイレージサービスの還元額（無料通行分）
②ETCカードによる後払い　の順になります。

トヨタ販売店＊1、レクサス販売店、ダイハツ販売会社、日野販売会社などのお店でキャッ
シュバックできます。



個人（内部）用／P4～5　　品番 12073

カード送付台紙の表示内容もご確認ください

■ご利用代金のお支払方法
　ご利用いただいた通行料のお支払いは、1回払いのみになります。
　ご指定の口座（2日または17日）から自動引き落としさせていただきます。
　※ETCカードのご請求は、事務処理上、ご利用日からお引き落としまでに、2～3カ月
　　かかる場合がございます。
■カードの更新
　カード券面に記載されている有効期限月で自動的に更新いたします。
■年会費
　無料

●カード有効期限　　　　　　　●ご利用可能枠　
●お支払口座、お支払日　　　　 ●会員番号、お名前

お届けの内容に間違いや変更がある場合は、すぐにご連絡ください。

2022年4月
4

ETC TS CUBIC CARDご利用上の注意
●ETC TS CUBIC CARDはETC専用カードです。

お食事やショッピング（有料道路のサービスエリアなどの売店を含む。）など、
通常のクレジットカードとしてはご利用いただけませんのでご注意ください。

●ICチップ（金色の部分）を水に濡らしたり、汚したりすると故障・誤作動の原因と
なりますのでご注意ください。

●有料道路の入口・出口では、必ずETC車載器に同一のETC TS CUBIC CARDを
挿入してご利用ください。

●走行中は、ETC TS CUBIC CARDの抜き取り、差し込みを行わないでください。
●ETCゲートは十分な車間距離と時速20km以下の安全な速度で走行してください。
●ETCゲートの開閉バーが開かなかった時には車を絶対にバックさせないでください。 
●ETCゲートを通行できなかった場合にはレーンに設置されているインターホン等で

係員に連絡し、案内に従ってください。

ETCカード裏面に記載のインフォメーションデスクへお問い合わせください。
ETCカードに関するお問い合わせは

■紛失・盗難受付
　

●万一、紛失・盗難の際は、すぐに「紛失・盗難デスク」にご連絡ください。
●紛失・盗難による損害をお届けの日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を補償いたします。
※同時に最寄りの警察署（交番）にもお届けください。

●お電話番号はお間違いのないようおかけください。
●本誌の記載内容は2022年2月現在のものです。

これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

052-239-2811受付時間／24時間・年中無休名古屋



個人用 　　

ＥＴＣ ＣＡＲＤ
利 用 規 定
トヨタファイナンス株式会社

この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、
カードをご利用ください。

－ＥＴＣ ＣＡＲＤ利用規定－

第１条（本規定の趣旨）
本規定は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」という）が発
行するＥＴＣ ＣＡＲＤ（以下「ＥＴＣカード」という）の利用に関す
る基本的事項を定めるものです。ＥＴＣカードの利用にあたっては、
本規定の他、別途道路事業者が定めるＥＴＣシステム利用規程を遵守
するものとします。
第２条（ＥＴＣカードの貸与と取扱）
1.当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定する
クレジットカードの会員で、当社所定の方法によりＥＴＣカード発
行の申込を行い、当社が適当と認めた方（以下「会員」という）に
対し、会員が指定し当社が認めたクレジットカード（以下「親カー
ド」という）にＥＴＣカードを追加して発行し、貸与します。なお、
新たに当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、ＥＴＣカー
ドも同時に申込むものとします。
2.会員は、ＥＴＣシステムの利用にあたっては、親カードに代えてＥ
ＴＣカードを使用することにより、親カードの決済機能を利用する
ことができます。
3.ＥＴＣカードの所有権は当社に帰属します。
4.ＥＴＣカードは、ＥＴＣカード上に表示された会員本人のみが利用
することができます。
5.会員は、貸与されたＥＴＣカードを善良なる管理者の注意をもって
使用・保管し、ＥＴＣカード上に表示された会員本人以外の者（以
下「他人」という）に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託
等のためにＥＴＣカードの占有を移転することはできないものとし
ます。ただし、当社がＥＴＣカードの返却を求めた場合は、会員は
これに応じるものとします。
6.前項の規定に違反し、ＥＴＣカードが他人に使用されたときは、そ
の利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第３条（定義）
本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
①「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会
社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速
道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社
等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、当社また
は当社とＥＴＣカード発行に関する契約を締結した企業とＥＴＣ
決済契約を締結した者をいいます。
②「ＥＴＣシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ＥＴ
Ｃカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用し
て料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受する
システムをいいます。
③「ＥＴＣカード」とは、ＥＴＣシステムの利用者を識別し、車載器
を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
④「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の
通信を行う機能を有する装置のことをいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のＥＴＣ車線に設
置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のこと
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をいいます。
第４条（ＥＴＣカードの利用方法）
1.会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方
法で当該料金所を通過することにより、ＥＴＣカードでの通行料金
支払いができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、会員は、道路事業者所定の料金所におい
て、ＥＴＣカードの呈示による通行料金の支払いを求められた場合
には、これに応じるものとします。
第５条（ＥＴＣカード利用代金の支払方法）
ＥＴＣカード利用代金の支払方法は 1回払に限るものとし、親カード
の会員規約（以下「会員規約」という）に定めるところに従い、親
カードの利用代金と合算して支払うものとします。
第６条（ＥＴＣカードの利用可能枠）
ＥＴＣカードの利用は、カード利用可能枠の範囲内に限られるものと
します。
第７条（利用状況に関する疑義）
1.当社からのＥＴＣカード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求
データに基づいて行うものとします｡
2.前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で
解決するものとし、当社へのＥＴＣカード利用代金の支払い義務は
免れないものとします。
第８条（ＥＴＣカードの紛失・盗難等）
ＥＴＣカードの紛失・盗難等により他人にＥＴＣカードが利用された
場合の会員の責任については、親カードの会員規約第 15 条を準用する
ものとし、同条による補償の適用が受けられない場合は、すべて会員
において負担するものとします。なお、会員が、ＥＴＣカードを車内
に放置していた場合、紛失・盗難等について、重大な過失があったも
のとみなします。
第９条（年会費）
会員は、ＥＴＣカードの利用にあたっては、当社所定の期日に当社所
定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、理由
の如何を問わず返還しないものとします。
第 10 条（ＥＴＣカードの有効期限）
1.ＥＴＣカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ＥＴＣカー
ド券面に表示した月の末日までとします。
2.当社は、ＥＴＣカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当
社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新
した新たなカード（以下「更新カード」という）を送付します。な
お、ＥＴＣカードの有効期限の 13 ヶ月前に属する月の 1日から有効
期限の 2ヶ月前に属する月の末日までにＥＴＣカードの利用がない
場合、当社は会員へ通知のうえ、更新カードを送付しないことがで
きるものとします。
3.会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を
除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任に
おいて、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないもの
とします。
4.ＥＴＣカードの有効期限前におけるＥＴＣカード利用に基づく債務
の支払いについては、有効期限経過後も本規定を適用するものとし
ます。
第 11 条（ＥＴＣカードの利用中止）
1.会員は、ＥＴＣカードの利用を中止する場合、貸与されているＥＴ
Ｃカードを返却するとともに、当社所定の手続を行うものとします。
2.会員が親カードを退会する場合は、ＥＴＣカードも自動的に利用中
止となるものとします。
第 12 条（再発行）
ＥＴＣカードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード再発行を希望
した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカー
ドを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担
するものとします。
第 13 条（利用停止措置等）
会員の本規定または会員規約に違反した場合、ＥＴＣカードの利用状
況が適当でない場合等におけるＥＴＣカードに関する利用停止および
返還もしくは回収の措置については、会員規約第 19 条を準用するもの
とします。
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第 14 条（免責）
当社は、ＥＴＣカード利用代金の決済に関する事項を除き、ＥＴＣシ
ステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の
賠償にかかる責任は負わないものとします。
第 15 条（道路事業者による請求）
1.第 5 条の規定にかかわらず、当社と道路事業者との間で特に必要と
判断した場合は、道路事業者から会員に対し、ＥＴＣカードの利用
にかかる代金を請求することがあります。
2.会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員
の属性およびＥＴＣカードの利用に関する情報を提供する場合がある
ことに予め同意するものとします。
第 16 条（規定の変更）
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルー
ルもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためそ
の他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変
更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当
社ＷＥＢサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知する
ことにより、本規定を変更することができるものとします。
第 17 条（会員規約の適用）
本規定に定めのない事項については、親カードの会員規約に定めると
ころによるものとします。
第 18 条（一体型カード）
1.当社のクレジットカードの機能と、ＥＴＣシステムの利用者を識別
し、車載器を動作させる機能を一枚で提供するカード（以下「一体
型カード」という）の利用に関する基本的事項は、本条に定めると
おりとします。
2.一体型カードの利用にあたっては、前各条について、次項に定める
ものを除き、「ＥＴＣカード」を「一体型カード」と読み替えたうえ
で準用するものとします。
3.一体型カードの利用にあたっては、第 2条第 1項、第 2条第 2項、
第 5条、第 7条第 1項、第 11 条および第 17 条を以下のとおり読み
替え、第 4条第 3項を以下のとおり追加し、第 3条第 1項第 3号を
削除したうえで、準用するものとします。
①第 2条第 1項
「当社は、本規定および当社が発行するクレジットカードの会員規
約（以下「会員規約」という）を承認の上、当社所定の方法により
一体型カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方（以下「会
員」という）に対し、一体型カードを発行し、貸与します。」
②第 2条第 2項
「会員は、ＥＴＣシステムの利用にあたっては、一体型カードを使
用することにより、会員規約に定める決済機能を利用することがで
きます。」
③第 4条第 3項
「ＥＴＣシステムと当社のクレジットカードの両方を取り扱う料金
所では、原則として、ＥＴＣシステムの利用として取り扱うものとし
ます。」

④第 5条
「前条による一体型カード利用代金の支払方法は 1回払に限るも
のとし、会員規約に定めるところに従い支払うものとします。」

⑤第 7条第 1項
「当社からの第 4条による一体型カード利用代金の請求は、道路事
業者作成の請求データに基づいて行うものとします。」
⑥第 11 条
「会員が、クレジットカードの会員を退会し、または会員資格を喪
失した場合、一体型カードの会員資格も喪失します。」
⑦第 17 条
「本規定に定めのない事項については、会員規約に定めるところに
よるものとします。」
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ＥＴＣシステム利用規程

（目的）
第１条　この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高
速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高
速道路株式会社及び公社等（有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務
の取扱いに関する省令 (平成 11 年建設省令第 38 号）(以下「省令」といいます｡）第
2条第 1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村
である道路管理者をいいます。以下同じです｡）が省令第 2条第 2項の規定に基づき、
周知すべき事項を定めたものです。
（遵守事項）
第２条　無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み（以下
「ＥＴＣシステム」といいます。）を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しな
ければいけません。遵守しない場合は、ＥＴＣシステムを使用して通行料金を収受す
る東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日
本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公
社等（以下「ＥＴＣシステム取扱道路管理者」といいます。）は、ＥＴＣシステムの利
用を拒絶することがあります。
（利用に必要な手続）
第３条　ＥＴＣシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二
号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一　ＥＴＣシステム取扱道路管理者又はＥＴＣシステム取扱道路管理者との契約に

基づきＥＴＣカード（車載器（自動車（道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）
第２条第２項に規定する自動車をいいます。以下同じです。）に取り付けて道路側
のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下
同じです。）に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記
録するカードをいいます。以下同じです。）を発行する者の定める手続によりＥＴ
Ｃカードの貸与を受けること。

二　ＥＴＣシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車
載器を購入その他の方法により取得すること。

三　前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付ける
こと。

四　省令第４条第１項第３号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で
取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態に
すること（以下「セットアップ」といいます。）。ただし、二輪車（道路運送車両
法第３条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車（側車付二輪自動車（また
がり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び３個の車輪を備え、かつ、
運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されて
いる自動車を含みます。以下同じです。）を含みます。）をいいます。以下同じで
す。）でＥＴＣシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ＥＴＣシステム
取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をＥＴＣシステム取扱道
路管理者に登録すること。

（車載器の取扱い）
第４条　車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート（自動
車登録番号標及び車両番号標をいいます。）が変更になった場合、車載器の取り付け
られた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換え
た場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップ
をしなければいけません。
（ＥＴＣカードの取扱い）
第５条　ＥＴＣカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけま
せん。
2 ＥＴＣカードの貸与を受けた者は、ＥＴＣカードを紛失、盗難等により亡失した場
合及び貸与されたＥＴＣカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をＥＴＣ
カードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているＥＴＣカード及びＥＴＣシステム取扱道路管理者又はＥＴ
Ｃシステム取扱道路管理者との契約に基づきＥＴＣカードを発行する者が無効とし
たＥＴＣカードは利用することができません。
（利用方法）
第６条　ＥＴＣシステムを利用する者は、ＥＴＣカードを車載器に確実に挿入し、ＥＴ
Ｃシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ＥＴＣシステムを利用するこ
とができる車線（以下「ＥＴＣ車線」といいます。）を通行してください。
（ＥＴＣシステムの利用制限等）
第７条　ＥＴＣシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくＥＴ
Ｃシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
（通行上の注意事項）
第８条　ＥＴＣシステムを利用する者は、ＥＴＣ車線（スマートＩＣ（地方公共団体が
主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）
第 11 条の 2第 1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 11 条第一号の施設で、道
路整備特別措置法施行規則（昭和 31 年建設省令第 18 号）第 13 条第 2項第三号本文に
規定するＥＴＣ専用施設のみが設置され、同号イに規定するＥＴＣ通行車のみが通行
可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。）の車線及び一旦停止を要するＥ
ＴＣ車線（ＥＴＣシステム利用規程実施細則第５条その他の事項に定める料金所にあ
ります。以下同じです。）を除きます。）を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を
遵守しなければいけません。
一　車線表示板（料金所の車線上に設置されたＥＴＣシステムの利用の可否を示す案

内板をいいます。以下同じです。）に「ＥＴＣ」若しくは「ＥＴＣ専用」（これら
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の表示がある車線では、ＥＴＣシステムを利用する自動車しか通行できません。）
又は「ＥＴＣ／一般」（この表示がある車線では、ＥＴＣシステムを利用する自動
車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両（道路運送車両法第
２条第１項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下
同じです。）が通行できます。）と表示されるので、これらの表示によりＥＴＣ車
線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入する
こと。

二　ＥＴＣ車線内は徐行して通行すること。
三　前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ＥＴＣ／

一般」と表示のある車線では、前車がＥＴＣシステムを利用しない場合は、いっ
たん停車するので注意すること。

四　路側表示器（車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種
の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。）に通行することが
できる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP　停車」を表示するの
で、これらの表示を確認すること。

五　路側表示器の表示が「STOP　停車」の場合は、ＥＴＣ車線上にある開閉式の横木
（以下「開閉棒」といいます。）が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停
車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退し
たりしないこと。

六　路側表示器の表示が「↑」の場合は、ＥＴＣ車線上にある開閉棒が開くのを確認
し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。

七　他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ＥＴＣシステムを利用する者は、スマートＩＣの車線及び一旦停止を要するＥＴＣ
車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一　当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停

止位置（以下「停止位置」といいます。）で、必ずいったん停止すること。なお、
停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこ
と。

二　他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三　開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行

して通行すること。
四　開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でＥＴＣシステムを利用する者は、ＥＴＣ車線を通行する場合は、前２項各
号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一　案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なＥＴＣ車線であることを確認

し、進入すること。
二　案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に

従って通行すること。
三　蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、１台ずつまっすぐに進

入すること。
4 二輪車（この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。）でＥＴＣシステムを利
用する者は、車線表示板に「ＥＴＣ」若しくは「ＥＴＣ専用」の表示がある車線を
通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第１項第五号の規
定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を
確認の上、開閉棒を避けてＥＴＣ車線から退避してください。この場合、駐停車が
禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ＥＴＣ車線を管理する
ＥＴＣ取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
（ＥＴＣシステムを利用しない場合の通行方法）
第９条　ＥＴＣシステムを利用しない者は、車線表示板に「ＥＴＣ」又は「ＥＴＣ専用」
の表示があるＥＴＣ車線、スマートＩＣの車線及び一旦停止を要するＥＴＣ車線に進
入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車
して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退し
たりしてはいけません。
（通行料金の計算）
第 10 条　ＥＴＣシステムを利用した場合は、ＥＴＣシステム取扱道路管理者の記録装
置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
（免責）
第 11 条　ＥＴＣシステム取扱道路管理者は、ＥＴＣシステムを利用しようとする者又
はＥＴＣシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害に
ついて、一切の責任を負いません。
（別の定め）
第 12 条　利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他
ＥＴＣシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別
に定めます。
附　則
1 この利用規程は、平成 24 年 12 月 6 日から適用します。
2 平成 20 年 12 月 1 日付けＥＴＣシステム利用規程（以下「旧利用規程」といいま
す。）は、本規程の適用をもって廃止します。なお、本規程の適用前に旧利用規程の
規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程
の規定により行われたものとします。
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ＥＴＣシステム利用規程実施細則

（目的）
第１条　この実施細則は、ＥＴＣシステム利用規程（以下「規程」といいます。）第 12 条
に基づき、ＥＴＣシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。

（利用方法）
第２条　東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又
は公社等が管理する有料道路において、ＥＴＣシステムを利用しようとする場合は、
運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の
車載器に同一のＥＴＣカードを挿入し、ＥＴＣシステムを利用可能な状態に保ってく
ださい。

（通行方法）
第３条　ＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必
要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線（ＥＴＣ車線及び一旦停
止を要するＥＴＣ車線以外の車線をいいます。以下同じです。）又は混在車線（「ＥＴ
Ｃ／一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。）を通行し、いったん停車し
て係員にＥＴＣカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、ス
マートＩＣでは利用証明書は発行しません。

2 ＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ＥＴＣシステムによ
り障害者割引措置を受けようとする場合は、ＥＴＣシステム取扱道路管理者が別に
定める手続（以下本項において「手続」といいます。）を行ってください。なお、手
続を行っていない場合、ＥＴＣ車線及び一旦停止を要するＥＴＣ車線の利用ができ
ない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料
金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員
に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ＥＴＣカードを手渡してください。た
だし、スマートＩＣでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係
員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本
州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所
（利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。
以下同じです。）で車載器にＥＴＣカードを挿入してＥＴＣ車線を通行した場合に出
口料金所（利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける
料金所をいいます。以下同じです。）及び検札料金所（通行券の検札を行う料金所を
いいます。以下同じです。）でＥＴＣ車線の利用ができないときは、いったん停車し
てＥＴＣカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートＩＣの
場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本
州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所
で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線
を通行し、いったん停車してＥＴＣカードと通行券を係員に手渡してください。た
だし、出口料金所がスマートＩＣの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路
公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車
線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示
内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してくだ
さい。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連
絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止
めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、
中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州
四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けよう
とするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車
載器及びＥＴＣカードと同一のものを使用してください。
（徐行の方法）
第４条　規程第 8条第 1項第二号及び第六号並びに第 2項第一号及び第三号に規定す
る徐行の際は、ＥＴＣ車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じ
る場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前
車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速
度で通行してください。

（その他の事項）
第５条　次表の左欄に掲げるＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路にお
いて、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとしま
す。
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Ｅ Ｔ Ｃ シ ス テ ム
取扱道路管理者の名称

場合 取扱い方法

東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社

車載器に路線バスとしてセッ
トアップした自動車を路線バ
ス以外の用途で使用する場合
又は車載器に路線バス以外の
自動車としてセットアップし
た自動車を路線バスの用途で
使用する場合

車載器にＥＴＣカードを挿入する
ことなく、一般車線又は混在車線を
通行し、通行券を発券する料金所で
は通行券を受け取り、通行料金の請
求を受ける料金所では、いったん停
車して係員にＥＴＣカードを手渡
してください。ただし、スマートＩ
Ｃから流入しスマートＩＣ以外の
出口料金所及び検札料金所を利用
する場合は、一般車線又は混在車線
を通行し、いったん停車して係員に
ＥＴＣカードを手渡し、スマートＩ
Ｃの出口料金所を利用する場合は、
開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒
の手前で停車して係員に申し出て
ください。

東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社

車軸数が 4の自動車で車両制
限令（昭和 36 年政令第 265
号）第 3条第 1項に定める限
度以下のものが道路法（昭和
27 年法律第 180 号）第 47 条の
2第 1項に定める許可を受け
て通行する場合

セットアップを行う際に申し出さ
れていない場合は、通行料金の請求
を受ける料金所で一般車線又は混
在車線を通行し、いったん停車して
係員にＥＴＣカードを手渡してく
ださい。ただし、通行料金の請求を
受ける料金所がスマートＩＣであ
る場合は、開閉棒の開閉にかかわら
ず、開閉棒の手前で停車して係員に
申し出てください。

東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社
栃木県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社
名古屋高速道路公社

車軸数が 2 以上の自動車で
あって隣接するいずれかの車
軸間距離が 1.0 メートル未満
のものが通行する場合

セットアップを行う際に申し出さ
れていない場合及び該当する自動
車が被けん引自動車の場合は、通行
料金の請求を受ける料金所で一般
車線又は混在車線を通行し、いった
ん停車して係員にＥＴＣカードを
手渡してください。ただし、通行料
金の請求を受ける料金所がスマー
トＩＣである場合は、開閉棒の開閉
にかかわらず、開閉棒の手前で停車
して係員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社

入口料金所でＥＴＣシステム
を利用して通行した自動車が
事故及び故障等により通行で
きなくなり、出口料金所及び
検札料金所をけん引された状
態で流出する場合

出口料金所及び検札料金所で一般
車線又は混在車線を通行し、いった
ん停車して係員にＥＴＣカードを
手渡してください。ただし、出口料
金所がスマートＩＣである場合は、
開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒
の手前で停車して係員に申し出て
ください。

首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社

乗継制度（有料道路を利用す
る自動車が、指定した出口か
ら有料道路外へいったん出た
のち、再度指定した入口から
進入し、引き続き当該有料道
路を利用する場合にこれを 1
回の通行とみなす制度をいい
ます。）の適用を受けようとす
る場合

有料道路への進入から乗継出口、乗
継入口、有料道路からの退出まで同
一の車載器に同一のＥＴＣカード
を挿入して通行してください。
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名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社

乗継制度の適用を受けようと
する場合

入口料金所から乗継出口を経由し
て乗継料金所まで同一の車載器に
同一のＥＴＣカードを挿入して通
行してください。

福岡北九州高速道路公社 車軸数が 2 のセミ・トレー
ラー用トラクタで被けん引自
動車を連結していないものが
通行する場合

通行料金の請求を受ける料金所で
一般車線又は混在車線を通行し、
いったん停車して係員にＥＴＣ
カードを手渡してください。

東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
広島高速道路公社

特定の区間・経路を通行した
場合に対象となる通行料金や
割引制度の適用を受けようと
する場合

当該特定の区間・経路の利用開始か
ら利用終了まで同一の車載器に同
一のＥＴＣカードを挿入して通行
してください。

首都高速道路株式会社
栃木県道路公社
名古屋高速道路公社
広島高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
福岡県道路公社
鹿児島県道路公社
滋賀県道路公社

障害者割引に登録したＥＴＣ
カード及び自動車で被けん引
自動車を連結して通行する場
合

通行料金の請求を受ける料金所で
一般車線又は混在車線を通行し、
いったん停車して係員にＥＴＣ
カードを手渡してください。

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
宮城県道路公社
愛知県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社

入口料金所でＥＴＣシステム
を利用して通行した自動車
が、インターチェンジ等の間
で、被けん引自動車との連結
等により料金車種区分が変更
された状態で出口料金所及び
検札料金所を通行する場合

出口料金所及び検札料金所で一般
車線又は混在車線を通行し、いった
ん停車して係員にＥＴＣカードを
手渡してください。ただし、出口料
金所がスマートＩＣである場合は、
開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒
の手前で停車して係員に申し出て
ください。

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社

けん引自動車がスマートＩＣ
を通行する場合

スマートＩＣから流入し、スマート
ＩＣ以外の出口料金所及び検札料
金所を利用する場合は、一般車線又
は混在車線を通行し、いったん停車
して係員にＥＴＣカードを手渡し
てください。スマートＩＣから流入
し、スマートＩＣの出口料金所を利
用する場合は、開閉棒の開閉にかか
わらず、開閉棒の手前で停車して係
員に申し出てください。

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社

右欄対象料金所の一旦停止を
要するＥＴＣ車線を通行する
場合

対象料金所
（東日本高速道路株式会社）
道央自動車道　森料金所
（中日本高速道路株式会社）
中部縦貫自動車道（安房峠道路）平
湯料金所
通行に際しては、ＥＴＣシステム利
用規程及び同実施細則の規程に従
い通行してください。

東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株
式会社
宮城県道路公社
栃木県道路公社
名古屋高速道路公社
愛知県道路公社
滋賀県道路公社
京都府道路公社
大阪府道路公社
神戸市道路公社
兵庫県道路公社
広島高速道路公社
福岡県道路公社
長崎県道路公社
鹿児島県道路公社

側車付二輪自動車であって被
けん引自動車を連結して通行
する場合

通行料金の請求を受ける料金所で
一般車線又は混在車線を通行し、
いったん停車して係員にＥＴＣ
カードを手渡してください。ただ
し、出口料金所がスマートＩＣであ
る場合は、開閉棒の開閉にかかわら
ず、開閉棒の手前で停車して係員に
申し出てください。

附　則
1 この実施細則は、令和 3年 5月 1日から適用します。ただし、現にＥＴＣシステム
を利用して料金徴収を行っていない道路又はＥＴＣシステム取扱道路管理者におい
ては、ＥＴＣシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和 2年 10 月 1 日付けＥＴＣシステム利用規程実施細則（以下「旧実施細則」とい
います。）は、本実施細則の適用をもって廃止します。なお、本実施細則の適用前に
旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有す
るものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
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二輪車ＥＴＣ登録規約

（目的）
第１条　この規約は、ＥＴＣシステム利用規程（以下「利用規程」といいます。）第 3条
第 4号に基づき、二輪車でＥＴＣシステムを利用する者（以下「二輪車ＥＴＣ登録者」
といいます。）がＥＴＣシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都
高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道
路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「六会社」といいます。）に対し
て個人情報及びその他の情報を登録し、六会社において当該情報を取扱うにあたり必
要な事項について定めたものです。
（用語の定義）
第２条　この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規程において使
用する用語の例によるものとします。
（登録情報の収集・保有）
第３条　二輪車ＥＴＣ登録者は、六会社が次の各号に掲げる情報（以下これらを総称し
て「登録情報」といいます。）を、第 7条に定める措置を講じた上で収集・保有するこ
とに同意するものとします。
一　申込者の氏名、住所及び電話番号の情報並びにこの規約に基づく届出又は電話等

でのお問合せ等により六会社が知り得た氏名等の情報（申込者と登録しようとす
る二輪車の自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載されている使用者が異な
る場合は、当該使用者の氏名及び住所の情報も含みます。）

二　登録しようとする二輪車の自動車検査証（登録しようとする二輪車が軽自動車で
ある場合は、軽自動車届出済証とします。）に記載の情報のうち、下表に定める情
報

自動車検査証に記載
されている情報

車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、
車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、
幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、
その他車両特記事項に関する情報

軽自動車届出済証に
記載されている情報

車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、そ
の他車両特記事項に関する情報

三　登録しようとする二輪車に取り付ける車載器の車載器管理番号、型式登録番号、
製造者、型式の情報

四　六会社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記
載されている情報

五　官報や電話帳等の公開情報
（登録情報の利用・提供）
第４条　二輪車ＥＴＣ登録者は、六会社が次の各号に掲げる目的のために前条各号に定
める登録情報を利用することに同意するものとします。
一　安全通行の案内を行う場合や、六会社が管理する道路の通行料金の請求を行うた

めに利用する場合など、二輪車ＥＴＣサービス（二輪車でＥＴＣシステムを利用
するサービスをいいます。以下同じです。）を提供するために利用する場合

二　二輪車ＥＴＣサービスに付随するサービスを提供するために利用する場合
三　六会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
四　六会社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合
五　六会社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場

合
六　道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
2 六会社は、二輪車ＥＴＣ登録者の登録情報を、次の各号に定める場合を除き、二輪
車ＥＴＣ登録者ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
一　六会社以外の有料道路事業者（以下「他の事業者」といいます。）が、前項第 1号

又は第 2号に定める目的のために利用する必要があると六会社に申し出た場合
において、当該申し出を行った他の事業者に必要最低限の情報を提供する場合

二　二輪車ＥＴＣサービス及び付随するサービスの提供に必要な事務を委託するた
めに、登録情報の保護を誓約した委託先に必要最低限の情報を提供する場合

三　法令により開示を求められた場合
（登録情報の変更等）
第５条　二輪車ＥＴＣ登録者は、次の表に掲げる登録情報に変更があった場合は、すみ
やかに、所定の書面により第 11 条に定める事務局に届け出てください。

登録情報 備考

氏名 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。

住所

電話番号

車両情報 第 3条第 2号に定める情報

車載器情報 第 3条第 3号に定める情報

2 二輪車ＥＴＣ登録者は、登録に係る二輪車を保有しなくなった場合、又は車載器を
保有しなくなった場合は、すみやかに、所定の書面により第 11 条に定める事務局に
届け出てください。
（登録に係る通信費用等）
第６条　登録情報の登録、又は変更、その他登録情報に関するお問合せに係る二輪車Ｅ
ＴＣ登録者からの通信費用及び郵送費用は二輪車ＥＴＣ登録者の負担となります。
（登録情報の適正管理）
第７条　六会社は、登録情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、二輪車ＥＴ
Ｃ登録者から信頼していただけるように、個人情報に関する法律等を遵守するととも
に、次の各項目に定める事項を基本方針として、二輪車ＥＴＣ登録者の登録情報の保
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護に万全を尽くします。
1 管理のための措置
一　六会社がそれぞれ定める個人情報の保護に関する規程等にしたがって、情報の適

切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステム
の安全対策を実施することにより、登録情報を厳重に保護します。

二　六会社は、二輪車ＥＴＣサービスに関して、二輪車ＥＴＣ登録者により良いサー
ビスを提供するために、登録情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。

三　六会社は、収集した登録情報が二輪車ＥＴＣサービスに必要なくなった場合は、
速やかに消去又は破棄します。

四　六会社は、登録情報の漏えい、滅失、き損の防止など登録情報の適切な管理を行
います。

2 登録情報の処理に従事する者の責任
　二輪車ＥＴＣサービス及び付随するサービスの提供に関して、登録情報の処理を行う
社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た登録情報の内容をみだりに他人に知ら
せたり、不当な目的で用いたりしません。
3 登録情報の処理に関する外部委託
　六会社は、第 4条第 2項の規定に基づき、委託先に登録情報を提供する場合、登録情
報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定します。さらに、委託契約等に
おいて、登録情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、登録情報の漏えい等の事故を
おこさないように必要な事項を取り決めるとともに、委託先に登録情報の適切な管理
を実施させます。
4 登録情報の保護管理者
一　六会社は、登録情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
二　個人情報保護管理者は、登録情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社

員の事務の範囲及びその責任を明確にします。
5 ご意見対応
　六会社は、登録情報の利用、提供、開示又は登録情報の訂正等のお申し出に関するご
意見、その他登録情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努め
ます。
6 お問合せについて
　登録情報に関する手続きのお問合せについては、第 11 条に記載する窓口でお受けし
ます。
（登録情報の開示・訂正・削除）
第８条　二輪車ＥＴＣ登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定め
るところにより、二輪車ＥＴＣ登録者自身の登録情報を開示するよう請求することが
できます。この場合、六会社は、二輪車ＥＴＣサービス及び付随するサービスの提供
に著しい支障をおよぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞な
くこれを二輪車ＥＴＣ登録者に開示します。
2 六会社は、登録情報の開示を受けた二輪車ＥＴＣ登録者から、開示に係る登録情報
の内容が事実でないという理由により内容の訂正又は削除を求められた場合には、
利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に
基づき、登録情報の内容の訂正又は削除を行います。
3 六会社は、前項の規定に基づき求められた登録情報の内容について訂正若しくは削
除を行ったとき、又は、訂正若しくは削除を行わない旨の決定をしたときは、当該
二輪車ＥＴＣ登録者に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
（規約に不同意の場合）
第９条　六会社は、二輪車ＥＴＣ登録者が情報の全部又は一部の登録を拒否する場合及
びこの規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、登録をお断りすることや登録
の抹消の手続きをとることがあります。この場合、六会社は、二輪車ＥＴＣ登録者に
対する利用規程第 3条第 4号に定めるセットアップをお断りすることがあります。
（規約の変更）
第 10 条　六会社は、二輪車ＥＴＣ登録者に通知することなく、この規約を変更すること
があります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて
従前の規約の内容に優先するものとします。
2 六会社は前項の変更を行った場合、変更内容を六会社のホームページ等に掲示する
等の方法で周知します。
3 六会社は、第 1項の変更によって二輪車ＥＴＣ登録者が被った損害について、一切
責任を負いません。
（取扱窓口）
第 11 条　登録情報の開示・訂正・削除等、この規約に基づく各種手続き・お問合わせ・
ご相談にかかる取扱窓口は、二輪車ＥＴＣ登録事務局とし、連絡先及び受付時間は、
この規約の適用時においては以下のとおりとします。
＜二輪車ＥＴＣ登録事務局＞
　〒222-8512（※郵送の場合、住所記載不要）
　電話番号　045-477-1160
　受付時間　9時～17 時
　（土・日・祝休日（年末年始を含む。）を除きます。）
2 六会社は、二輪車ＥＴＣ登録事務局の連絡先及び受付時間を変更した場合は、所定
の方法により二輪車ＥＴＣ登録者に周知します。
附　則
1 この規約は平成 21 年７月１日から適用します。
2 平成 18 年 10 月 25 日付け二輪車ＥＴＣ登録規約（以下「旧規約」といいます。）は、
この規約の適用をもって廃止します。この場合、旧規約に基づき収集・保有された
登録情報は、この規約に基づき収集・保有されたものとみなします。また、二輪車
ＥＴＣ登録者による旧規約に基づく同意は、この規約に基づく同意とみなします。
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ＥＴＣマイレージサービス利用規約

（通則）
第１条　この規約は、ＥＴＣシステム利用規程第 2条に定めるＥＴＣシステム（以下「Ｅ
ＴＣシステム」といいます。）を運用する、別に定める有料道路管理者（以下「管理者」
といいます。）の実施するＥＴＣマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定め
ます。
2 ＥＴＣマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式
会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社
及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「五会社」といいます。）が行います。
（適用範囲）
第２条　この規約は、この規約で定めるところによりＥＴＣマイレージサービスを利用
しようとする方（以下「マイレージ登録申込者」といいます。）及びマイレージ登録申
込者からの登録の申込みに基づき、五会社がＥＴＣマイレージサービスの利用に関す
る登録（以下「マイレージ登録」といいます。）を完了した方（以下「マイレージ登録
者」といいます。）並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマ
イレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社（以下「発行クレ
ジットカード会社」といいます。）に対して適用されます。

（定義）
第３条　この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義し
ます。
一　ＥＴＣカード　五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したＥＴＣ

クレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社（以下「六会社」とい
います。）が発行したＥＴＣパーソナルカードをいいます。

二　登録申込カード　マイレージ登録を行うＥＴＣカードをいいます。
三　登録カード　マイレージ登録されたＥＴＣカードをいいます。
四　ＥＴＣ利用規程　有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取

扱いに関する省令（平成 11 年建設省令第 38 号）第 2条第 2項に基づき定められ
た「ＥＴＣシステム利用規程」及び「ＥＴＣシステム利用規程実施細則」をいい
ます。

五　ＥＴＣ車載器　ＥＴＣシステム利用規程第 3条に定める、車両に取り付けて道路
側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。

六　セットアップ　ＥＴＣシステム利用規程第 3条に定める、車載器に通行料金の支
払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

七　マイレージＩＤ　マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号
をいいます。

八　パスワード　マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号（ただ
し、当該マイレージ登録者が第 8条第 3項に基づき変更した場合又は五会社が第
8条第 6項に基づき変更した場合は、変更後の番号）をいいます。

九　発行カード会社等　クレジットカード会社及び六会社がＥＴＣパーソナルカー
ドの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。

十　ポイント　第 10 条第 1項から第 3項までの規定によりマイレージ登録者に付与
されるポイントをいいます。

十一　還元額　管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとし
て、第 12 条第 1項又は第 13 条の規定によりマイレージ登録者に付与される額を
いいます。

十二　本人確認　五会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本
人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合
は、マイレージＩＤとパスワードを使用して確認をします。

（マイレージ登録）
第４条　マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット
又は郵送によりＥＴＣカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。
2 マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。
一　登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。
二　マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたＥＴＣ車載器を正当に保有

すること。
3 登録申込カードは、セットアップしたＥＴＣ車載器 1台に対して 1枚に限るものと
します。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるＥＴＣカードは、前項の登録申込カー
ドによるマイレージ登録のほか、同一のＥＴＣ車載器に対して 3枚までマイレージ
登録を行うことができます。
一　マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者と

は別に発行を受けたＥＴＣカード
二　発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支

払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したＥＴＣ
カード（以下「家族カード」といいます。）

三　発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として
支払を行うものとして発行したＥＴＣカード（以下「法人カード」といいます。）

5 ＥＴＣカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約
に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するも
のではありません。
（インターネットによる登録申込み）
第５条　インターネットによるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する方法によ
り登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力が正しく行われ
ていない申込みは受け付けられません。
（郵送による登録申込み）
第６条　郵送によるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する申込書に登録事項を
記入し、所要の切手を貼付の上、郵送して行ってください。申込書の記入が正しく行
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われなかったり、汚損等がある場合には、申込みが受け付けられないことがあります。
2 登録できない申込みには、五会社からマイレージ登録申込者にその旨を通知します。
3 登録の可否を問わず、五会社は申込書を返却しません。
（マイレージ登録の拒絶等）
第７条　マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できま
せん。
一　登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき
二　登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあら

かじめ指定されているとき
三　第 20 条第 1号から第 3号まで及び第 7号から第 12 号までのいずれかに該当す

るマイレージ登録申込者が申し込んだとき（ただし、同条第 8号に該当する場合
は通行料金を免れ又は免れようとした日から 3年を、第 10 号に該当する場合は
割引停止又は利用停止が終了する日を、第 11 号に該当する場合は契約者資格の
取消しを受けた日から 3年を経過したときを除きます。）

四　マイレージ登録申込者が第 20 条各号のいずれかに該当することによりマイレー
ジ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から 3年（同条第 1号
から第 3号までに掲げる場合にあっては 1年、第 10 号に掲げる場合にあっては
当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日）を経過しないとき

五　マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がＥＴＣマイレージ
サービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき

六　その他五会社が不適当と認めるとき
2 マイレージ登録の申込みが前項第 3号から第 6号までに該当する事実がマイレージ
登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイ
レージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
（マイレージ登録の通知等）
第８条　五会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイ
レージＩＤ及びパスワードを発行するとともに、当該マイレージＩＤ及びパスワード
その他の登録事項を、マイレージ登録されている住所に書面をもって通知します。
2 マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速
やかに五会社に申し出てください。
3 マイレージ登録者は、インターネット又は自動音声ダイヤル（トーン信号を発する
電話に限ります。以下同じです。）によりパスワードを随時変更することができま
す。
4 マイレージ登録者は、マイレージＩＤ及びパスワードを万が一忘失した場合は、イ
ンターネット、電話又は書面により五会社に照会してください。
5 五会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージＩＤ及びパスワードを、照
会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。

照会方法 通知方法

インターネット マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信。

電話
マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージＩ
Ｄのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。

書面 マイレージ登録されている住所への書面の送付。

6 五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更するこ
とがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方
法により通知します。

マイレージ登録者 通知方法

電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 電子メール

上記登録者のうち、五会社が電子メールを送信できなかったマイレージ
登録者 郵送

電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者

7 マイレージ登録者は、マイレージＩＤ及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪
用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。
（マイレージ管理口座の設定）
第９条　五会社は、登録カードごとにマイレージ管理口座を一口設定します。
2 五会社は、マイレージ管理口座にポイントと還元額を計上します。
3 前項のポイントは、別に定める区分ごとに計上します。
4 マイレージ管理口座にあるポイント又は還元額は、当該口座以外のマイレージ管理
口座にあるポイント又は還元額と合算できません。
（ポイントの付与）
第 10 条　マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用
い、かつ、ＥＴＣ利用規程を遵守してＥＴＣシステムにより通行し、通行料金を支払っ
たときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月 20 日まで
に、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します｡
2 五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件
を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。
3 前 2項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典
としてポイントを付与することができます。
4 第 1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の
通行料金の額に対してポイントを付与します。
5 五会社は、第 1項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与し
ません｡
6 五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません｡
一　料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴

収すべき料金（以下「未納金」といいます。）
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二　不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の 2倍に相
当する割増金を合わせた料金（以下「割増金等」といいます。）

（ポイントの有効期間）
第 11 条　ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末ま
でとします。
2 前項にいう年度は、毎年 4月 1日から始まり翌年 3月 31 日に終わるものとします。
3 第 1項の有効期間を経過したポイントは消滅します。
（ポイントの交換等）
第 12 条　マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により五会
社に申し込むことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める
還元額その他の特典に交換することができます。
2 マイレージ登録者が、あらかじめ五会社に対し、自動でポイントを還元額に交換す
るサービス（以下「自動還元サービス」という。）を利用する旨申し込んでいる場合
は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービ
スの利用を申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の
申込手続が必要です。
3 インターネット又は自動音声ダイヤルによる交換の申込みは、五会社が指定する方
法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が正しく行
われていない申込みは受け付けられません。
4 電話による交換の申込みは、五会社が指定する方法に従って必要項目を申し出るこ
とによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合に
は申込みを受け付けられません。
（還元額の付与）
第 13 条　五会社は、前条第 1項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与するこ
とができます。
2 五会社は、前条第 1項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与す
ることができます。
（還元額の管理等）
第 14 条　五会社は、マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登
録カードを用い、かつ、ＥＴＣ利用規程を遵守してＥＴＣシステムにより通行した
場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されて
いるときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。
2 一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録
カードにより決済します。
3 マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません。
4 還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません。
（ポイントの照会等）
第 15 条　マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイ
レージ管理口座に計上されたポイント又は還元額を五会社に照会することができま
す。
2 五会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている
場合は、次表に掲げる通知方法のうち、マイレージ登録者が希望する通知方法によ
り通知します。

通知方法 通知内容

郵送

１年に１回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当
年度末まで有効なポイントの累計数を通知します。ただし、当年度
末で有効期間が終了するポイントを保有していない場合は通知し
ません。

電子メール
毎月１回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当年
度末まで有効なポイントの累計数を通知します。

（利用停止）
第 16 条　五会社は、発行カード会社等から登録カードの利用停止の通知を受けた場合
又は五会社が必要と認める場合には、マイレージ登録者に通知することなく、当該登
録カードに係るＥＴＣマイレージサービスの利用を停止します。
2 マイレージ登録者は、紛失や盗難等により第三者に登録カードを不正に使用された
場合又はそのおそれがある場合には、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話
により、ＥＴＣマイレージサービスの利用の停止を五会社に申し出ることができま
す。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からＥＴＣマイレージサービスの利
用を停止します。
3 前 2項の規定により、ＥＴＣマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレー
ジ登録者は第 8条第 3項、第 10 条、第 12 条から第 14 条まで、第 17 条及び第 21 条
に定めるサービスを受けることができません。（ただし、第 21 条第 5項の場合で
あって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。）
4 五会社は、第 1項の利用停止が解除された場合には、マイレージ登録者に通知する
ことなく、ＥＴＣマイレージサービスの利用を再開します。
5 マイレージ登録者は、第 2項の規定により停止されているＥＴＣマイレージサービ
スの利用を再開する場合は、書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社
は、申出を受け付けた時からＥＴＣマイレージサービスの利用を再開します。
6 第 2項の申出を行う前に第三者が登録カードを不正に使用したことによってマイ
レージ登録者が被った損害について、五会社は一切責任を負いません。
（登録カードの変更）
第 17 条　マイレージ登録者は、登録カードを変更する場合には、インターネット又は
所定の書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、所定の手続に従っ
て登録カードを変更します。ただし、既に登録カードとなっているＥＴＣカードへ
の変更はできません。
2 前項の場合、変更前の登録カードに設定されたマイレージ管理口座は、変更後の登
録カードに引き継がれるものとします。
3 登録カードの変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。
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4 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任
を負いません。
（解約）
第 18 条　マイレージ登録者は、マイレージ登録を解約しようとするとき、書面で五会社
に申し出てください。
2 五会社が前項の書面を受領した時をもってマイレージ登録は解約されます。この場
合において、五会社は、解約手続完了の通知を行いません。
3 前項の規定によりマイレージ登録が解約されたときは、当該登録に係るマイレージ
管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
（マイレージ登録の取消し）
第 19 条　五会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの
累計数及び還元額が 730 日間増減しなかったときは、マイレージ登録者にマイレージ
登録の取消しを予告します。当該予告の通知を発した後も引き続き 90 日間増減しな
かったときは、五会社は当該マイレージ登録を取り消します。この場合において、五
会社は登録取消し完了の通知を行いません。
2 前項の規定により五会社がマイレージ登録を取り消した場合、当該マイレージ管理
口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
3 第 1項に規定する増減は、第 10 条第 3項のポイントの付与、第 11 条第 3項のポイ
ントの消滅又は第 13 条第 2項の還元額の付与による増減を除きます。
（マイレージ登録の抹消等）
第 20 条　五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイ
レージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、
ポイント及び還元額も消滅します。
一　第４条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第２１条に

より変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるＥＴＣ車載器を正当に
保有しないことが判明したとき

二　マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
三　登録カードを第三者に使用させたと判明したとき
四　ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供し

たと判明したとき
五　マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がＥＴＣマイレージサー

ビスをその営利事業として営んだと判明したとき
六　この規約に違反したと認められるとき
七　ＥＴＣカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められ

るとき
八　五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れよう

としたとき
九　五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないと

き
十　大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引

停止又は利用停止を受けたとき
十一　大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契

約者資格の取消しを受けたとき
十二　その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき
（届出事項の変更等）
第 21 条　マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲
げる届出方法により、速やかに五会社に届け出てください。

届出事項 届出方法 備考

氏名
所定の書面（氏名変更を証する書面を
添付してください。）

婚姻、養子縁組等法律上氏
名の変更があった場合に
限ります。

生年月日
所定の書面（生年月日の変更（訂正）
を証する書面を添付してください。）

法人の場合、創立記念日等

住所 インターネット、電話又は所定の書面

電話番号 インターネット、電話又は所定の書面

ＥＴＣ車載器情報
（ＥＴＣ車載器管理番号）

インターネット、電話又は所定の書面

ＥＴＣ車載器情報
（車両番号）

インターネット、電話又は所定の書面

登録カードの有効期限 インターネット、電話又は所定の書面

電子メールアドレス インターネット

お知らせメールの
希望の有無

インターネット

ポイント残高のお知らせ 
( 第 15 条第 2 項の通知を
いいます。)の希望の有無

インターネット、電話又は所定の書面

ポイント残高のお知らせ
を電子メールでの通知に
変更する場合は、インター
ネットによる届出に限り
ます。

自動還元サービスの希望の
有無

インターネット、自動音声ダイヤル、
電話又は所定の書面

2 届出事項の変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。
3 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任
を負いません。
4 第 1項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、五会社からの連絡又は
書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、五会社からの連絡又は書類を発し
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た日をもって到達したものとみなします。
5 五会社は、ＥＴＣ車載器情報について第 1項に基づく住所変更の届出がされた場合
において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているＥＴＣ車載器情報が第 4
条第 4項に基づくマイレージ登録に使用されているときは、第 1項の規定にかかわ
らず、当該ＥＴＣ車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、
この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。
（発行クレジットカード会社による手続き）
第 22 条　発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者
からの同意を得て、第 5条、第 6条、第 12 条第 1項、第 17 条第 1項、第 21 条第 1項
に定める手続きを、五会社に対して申し込むことができます。
2 前項による手続きの申し込みがあった場合は、マイレージ登録申込者本人又はマイ
レージ登録者本人からの申し込みがあったものとみなします。
3 第 1項の申し込みは、五会社が認めた所定の手続きにより申し込むことができます。
（譲渡等の禁止）
第 23 条　マイレージ登録者は、ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し若しくは
貸借し、若しくは担保に供し、又はＥＴＣマイレージサービスを営利行為の手段とし
て用いることはできません。
（ＥＴＣマイレージサービスに係る通信費用等）
第 24 条　ＥＴＣマイレージサービスに係るマイレージ登録申込者又はマイレージ登録
者からの通信費用及び郵送費用並びに電子メールを受信するための通信費用は、自己
負担となります。
（販売促進用資料等の送付）
第 25 条　五会社は、マイレージ登録者にアンケート調査票並びに販売促進資料、広報資
料及びダイレクトメールを送ることがあります。
（個人情報の保護）
第 26 条　五会社は、マイレージ登録申込者及びマイレージ登録者の個人情報を、五会社
が別に定めるＥＴＣマイレージサービスに係るプライバシーポリシーに従って適切
に取り扱います。
（免責事項）
第 27 条　五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登
録者が被った損害について、一切責任を負いません。
一　五会社がシステム管理の必要からＥＴＣマイレージサービスの利用を制限し又

は停止したとき
二　管理者が道路管理の必要からＥＴＣシステム又はＥＴＣカードの利用を制限し

又は停止したとき
三　五会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ＥＴＣマイレージ

サービスの利用が遅延し又は不能となったとき
四　天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故

により、ＥＴＣマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき
五　五会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しく

は事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えい
し又は窃取されたとき

六　五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パス
ワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき

2 誤ったＥＴＣカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ＥＴＣマイレージ
サービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引
き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったＥＴＣカードの番
号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイント
の交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりす
るなどの特別な措置を行いません。
（規約の変更）
第 28 条　五会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することが
あります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従
前の規約の内容に優先するものとします。
2 五会社は、前項の変更を行った場合、変更内容を五会社のホームページ及び主要な
料金所等に掲示する等の方法で周知します。
3 五会社は、第 1項の変更によってマイレージ登録者が被った損害について、一切責
任を負いません。
（ＥＴＣマイレージサービスの終了）
第 29 条　五会社は、ＥＴＣマイレージサービスを終了する場合、終了日の 6ヶ月前まで
にマイレージ登録者に通知します。五会社は、これによりマイレージ登録者が被った
損害について、一切責任を負いません。
（運営者の変更）
第 30 条　第 1条第 2項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知
することなく、変更になることがあります。
（取扱窓口）
第 31 条　この規約に定める五会社の事務の取扱窓口は、ＥＴＣマイレージサービス事
務局とします。
（準拠法）
第 32 条　この規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
（合意管轄裁判所）
第 33 条　マイレージ登録者は、五会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場
合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとし
ます。
（本人確認）
第 34 条　五会社は、この規約に定める手続を行う際に本人確認を行います。
2 前項に従って本人確認を行った場合、本人による申込みがあったものとみなします。
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（その他）
第 35 条　五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する
場合、ポイント付与の有無やポイント数を表示しません。
2 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、
還元額の引去りの有無や還元額の残数等を表示しません。
3 五会社は、ＥＴＣマイレージサービスの利用状況を調査するため、マイレージ登録
者に連絡することがあります。

附　則
（実施期日）
1 この規約は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
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ETC マイレージサービスを利用できる道路　（平成 28 年 4 月 1 日現在）

【ポイントが付いて、還元額が利用できる道路】

有料道路管理者
（第 1条第 1項関係）

対象道路
（第 10 条第 1項関係、第 14 条第 1項関係）

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社

高速国道全線
一般有料道路（深川留萌自動車道、日高自動車道、百石道路、
秋田自動車道（琴丘能代道路 /琴丘森岳～能代南）、秋田自動車
道（秋田外環状道路 /秋田北～昭和男鹿半島）、湯沢横手道路、
米沢南陽道路、仙台北部道路、仙台東部道路、仙台南部道路、
三陸自動車道（仙塩道路）、東水戸道路、圏央道、京葉道路、千
葉東金道路、東京湾横断・木更津東金道路 （東京湾アクアライ
ン連絡道、東京湾アクアライン）、富津館山道路、第三京浜道路、
横浜新道、横浜横須賀道路、小田原厚木道路、新湘南バイパス、
西湘バイパス、東富士五湖道路、安房峠道路、伊勢湾岸自動車
道（伊勢湾岸道路 /東海～飛島）、東海環状自動車道、京都縦貫
自動車道（丹波～大山崎）、京滋バイパス、京奈和自動車道（京
奈道路）、第二京阪道路、南阪奈道路、関西国際空港連絡橋 (※
注 )、湯浅御坊道路、第二神明道路、広島岩国道路、山陰自動
車道 (江津道路、安来道路 )、高松自動車道（高松東道路 /高
松東～津田東）、今治小松自動車道 (今治小松道路 )、広島呉道
路、椎田道路、西九州自動車道（武雄佐世保道路、佐世保道路）、
長崎バイパス、宇佐別府道路、日出バイパス、延岡南道路、隼
人道路、南九州自動車道（八代日奈久道路、鹿児島道路）

阪神高速道路株式会社 8号京都線のみ

本州四国連絡高速道路株式
会社

全線

宮城県道路公社 三陸自動車道（仙台松島道路）

名古屋高速道路公社 全線

愛知県道路公社
知多半島道路、南知多道路、セントレアライン（知多横断道路、
中部国際空港連絡道路）、猿投グリーンロード

神戸市道路公社 六甲有料道路、六甲北有料道路、山麓バイパス

広島高速道路公社 広島高速道路

福岡北九州高速道路公社 福岡高速道路、北九州高速道路

※注：ただし、泉佐野市空港連絡橋利用税（関空橋税）部分については、ポイントが
付きません。

【ポイントは付かないが、還元額が利用できる道路】

有料道路管理者
（第 1条第 1項関係）

対象道路
（第 14 条第 1項関係）

阪神高速道路株式会社 全線（ただし、8号京都線は除きます。）

茨城県道路公社 日立有料道路、常陸那珂有料道路＜ひたちなか本線料金所＞

栃木県道路公社 日光宇都宮道路

千葉県道路公社 銚子連絡道路

愛知県道路公社 名古屋瀬戸道路

富山県道路公社 能越自動車道＜小矢部東本線料金所＞

京都府道路公社 京都縦貫自動車道（綾部宮津道路、丹波綾部道路）

大阪府道路公社 南阪奈有料道路、堺泉北有料道路、箕面グリーンロード

大阪府道路公社
奈良県道路公社

第二阪奈有料道路

兵庫県道路公社 播但連絡道路、遠阪トンネル

広島高速道路公社 海田大橋（広島県から委託）

福岡県道路公社 福岡前原道路

北九州市道路公社
若戸大橋及び若戸トンネル＜戸畑本線料金所で北九州高速道
路の料金と併せてお支払いいただく車線に限ります。＞

長崎県道路公社
ながさき出島道路＜長崎料金所で西日本高速道路株式会社の
高速国道料金と併せてお支払いいただく車線に限ります＞ 、
川平有料道路

　ポイントを付与する通行料金の単位、ポイントの累計区分及びポイント交換単位・
還元額は各道路によって異なります。詳しくは ETC マイレージサービス事務局ホー
ムページにてご確認ください。
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ＥＴＣマイレージサービス　プライバシーポリシー

ＥＴＣマイレージサービス利用規約第 1条第 2項に定めるＥＴＣマイレージサービス
の運営を行う者（以下「運営者」といいます。）は、個人情報の重要性を認識し、その保
護の徹底を図り、お客様から信頼していただけるように、個人情報保護に関する法令等
を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客様の個人情報保護に万
全を尽くしてまいります。
(1) 管理のための措置
・運営者は、運営者がそれぞれ定める個人情報保護規程にしたがって、情報の適切な取
扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策
を実施することにより、お客様の情報を厳重に保護いたします。
(2) 個人情報の収集
・運営者は、ＥＴＣマイレージサービスをお客様に提供するために、ＥＴＣマイレージ
サービスのホームページ及びマイレージ登録申込み書等で、氏名、生年月日、住所、
電話番号、車載器情報、ＥＴＣカード番号、電子メールアドレスなど、ＥＴＣマイレー
ジサービスを提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。
(3) 個人情報の利用及び提供
・運営者は、収集したお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用いたしません。
①ＥＴＣマイレージサービスを提供するために利用する場合
②ＥＴＣマイレージサービスの提供に付随する業務に利用する場合
③お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合
④運営者の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
⑤運営者のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
⑥運営者以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
⑦道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
・運営者は、お客様に関する個人情報を、次の場合を除き、お客様ご自身の同意なしに
第三者に開示・提供することはありません。
①お客様に所定のサービスを提供するために、お客様のＥＴＣカードを発行したクレ
ジットカード会社、若しくは五会社及び首都高速道路株式会社がＥＴＣパーソナル
カードの管理運営を行うために設置した事務局又はＥＴＣマイレージサービスを
提供する運営者以外の有料道路管理者に必要最小限の情報を提供する場合
②ＥＴＣマイレージサービス利用規約その他でお客様にご了承いただいた上で第三
者に提供する場合
③法令により開示を求められた場合
(4) 個人情報の適正管理
・運営者は、ＥＴＣマイレージサービスに関して、お客様により良いサービスを提供す
るために、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。
・運営者は、収集した個人情報がＥＴＣマイレージサービスに必要なくなった場合は、
速やかに消去又は破棄いたします。
・運営者は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止など個人情報の適切な管理を行いま
す。
(5) 個人情報の処理に従事する者の責任
・ＥＴＣマイレージサービスに関して、個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社
員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用
いたりいたしません。
(6) 個人情報の処理に関する外部委託
・運営者は、ＥＴＣマイレージサービスの実施に必要な事務を委託するために事務処理
会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる事務
処理会社を選定します。さらに、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、
再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項
を取り決めるとともに、当該事務処理会社に個人情報の適切な管理を実施させます。
(7) 個人情報の開示とその訂正
・運営者は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにいたします。
また、お客様ご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、ＥＴＣマイレージ
サービスの業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は他の法令に違反することとな
る場合を除き、遅滞なくこれをお客様に開示いたします。
・運営者は、個人情報の開示を受けたお客様から、開示に係る個人情報ファイル等の訂
正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上で
その結果を当該お客様に報告いたします。
(8) 個人情報の保護管理者
・運営者は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
・個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の
事務の範囲及びその責任を明確にいたします。
(9) ご意見対応
・運営者は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意
見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めま
す。
(10) インターネットのセキュリティについて
1.ＳＳＬについて
・ＥＴＣマイレージサービスのホームページでは、お客様の個人情報を「ＳＳＬ（Secure 
Socket Layer）」により保護します。ＳＳＬに対応したブラウザを使用することで、お
客様が入力される氏名や住所あるいは電話番号などの個人情報を自動的に暗号化し
て送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られ
たり改ざんされたりすることを防ぎます。（インターネットの性格上、運営者は、通信
における情報の安全を完全に保証するものではありません。定期的なパスワードの変
更や不正利用のおそれがある場合の運営者に対する速やかな申出など、お客様の必要
な措置についても十分ご留意ください。）

2. システムの保護
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・ＥＴＣマイレージサービスのインターネット登録システムは複数のチェック機構と
ファイアーウォールを備え、外部からの不正アクセスを防止しています。また、個人
情報へのアクセス可能な者を限定しています。
(11) お問い合わせについて
・お客様の個人情報に関する手続のお問い合わせについては、ＥＴＣマイレージサー
ビス事務局（ナビダイヤル 0570-010125、携帯電話・ＰＨＳ・ＩＰ電話などからは
045-477-3793）でお受けいたします。
　（受付時間：平日 9時～21 時、土日祝 9時～18 時）

23



※この利用規定に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていた
だきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切
断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。

（取扱カード会社）
トヨタファイナンス株式会社

2022 年 4月版 　 1207319
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